
◆お申込方法

①～④をご記入の上、下記メールアドレスへお送りください。

①代表者氏名 ②電話番号

③参加人数 ④所属名（個人の方は不要）

※車イス席等、配慮事項等があればお書きください。

※メールがご利用になれない方は下記までご相談ください。

◆お申込期限 －平成２９年９月４日（月）

参加申込の受付は先着順です。

定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

◆お申込先 －名古屋市子ども青少年局子ども未来課

主催／東海地区「子ども条例」ネットワーク・名古屋市

協力／子どもの権利条約総合研究所

平成29年9月9日
14：00～17：00(開場13：30)

日時 土

場所 名古屋国際センターホール(別棟)
（名古屋市中村区那古野一丁目47番1号）

参加無料

定員120名
（先着順）

東海地区「子ども条例」ネットワーク設立総会
「子ども条例」シンポジウム

第１部 東海地区「子ども条例」ネットワーク設立総会【14:00～】
司会：松原 信継 愛知教育大学教授

◆あいさつ 坪井 由実 氏（愛知県立大学名誉教授）

◆全国状況報告 荒牧 重人 氏（子どもの権利条約総合研究所代表）

◆記念講演 森田 明美 氏（東洋大学教授）

「『子ども条例』を自治体施策に活かすー子どもの貧困問題を手がかりにしてー」

◆設立趣旨と今後の活動について 伊藤 健治 氏（東海学園大学）

第２部 「子ども条例」シンポジウム 【15:00～】

◆基調講演 海野 稔博 名古屋市子ども青少年局長

「子ども施策の展開と子ども条例ー子ども条例制定１０年ー」

◆シンポジウム

「子ども条例をどのように自治体施策に活かすのか ー『子どもの権利』の視点からー」

【シンポジスト】

・間宮 静香 氏（弁護士・豊田市子どもの権利擁護委員）

・加藤 洋子 氏（岐阜県多治見市環境文化部くらし人権課長）

・西野 仁志 氏 (三重県東員町福祉部子ども家庭課主幹）

・認定ＮＰＯ法人チャイルドラインＭＩＥネットワーク

【コーディネーター】

・大村 惠 氏 （愛知教育大学副学長）

メール a3081@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

電話 052‐972‐3081 FAX 052‐972‐4437

住所 〒460‐8508 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

申込方法については

下記をご覧ください

◆アクセス

・「名古屋駅」から東へ徒歩７分

・地下鉄桜通線「国際センター」駅下車すぐ


